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議
案
第
十
三
号

′

｢

国
民
宿
舎
三
朝
温
泉
会
館
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
邑
民
宿
舎
三
朝
温
泉
会
館
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
1
部
.
を
改
正
す
る
こ
と
J
t
i
つ

い
て
･
元
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
廃
九
↑
六
条
第
蒜
の
規
定
に
ょ
り
､
本
義

会
の
議
決
を
求
め
)
る
｡
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三
朝
町
条
例
第

号

国
民
宿
舎
三
朝
温
泉
会
館
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
1
部
を

改
正
す
る
粂
例

買
宿
舎
三
廟
温
泉
金
銀
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
(
昭
和
三
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
-
享
二
号
)

●

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡
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′

東
三
条
中
｢
館
長
｣
を
｢
支
配
人
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
,
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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